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権
力
の
源
泉
「
通
貨
発
行
権
」

　

今
回
は
、
国
際
金
融
資
本
の
権
力
の
源
泉
た
る
「
通
貨
発
行

権
」
を
め
ぐ
る
攻
防
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

　

現
在
の
世
界
経
済
は
極
端
な
格
差
社
会
で
あ
る
。
平
成
29
年

の
時
点
で
は
、
世
界
の
大
富
豪
８
人
（
マ
イ
ク
ロ
ソ
フ
ト
創
業

者
ビ
ル
・
ゲ
イ
ツ
な
ど
）
の
資
産
が
世
界
の
富
の
50
％
を
占

め
て
い
る
と
い
う
経
済
格
差
が
生
じ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
今

般
の
コ
ロ
ナ
禍
で
在
宅
勤
務
（
テ
レ
ワ
ー
ク
）
が
一
般
的
に

な
っ
た
結
果
、
巨
大
Ｉ
Ｔ
企
業
で
あ
る
Ｇ
Ａ
Ｆ
Ａ
（Google
、

A
pple

、Facebook

、A
m

azon

）
が
さ
ら
に
富
を
増
殖
さ
せ
、

経
済
格
差
は
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
富
豪
た
ち
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
し
て
い
る
の
は
、
Ｄ

Ｓ
（D

eep State

）
と
も
呼
ば
れ
る
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
閥
、

ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
財
閥
ら
国
際
金
融
資
本
で
あ
る
。

　
「
私
に
一
国
の
通
貨
の
発
行
権
と
管
理
権
を
与
え
よ
。
そ
う

す
れ
ば
、
誰
が
法
律
を
作
ろ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も

良
い
」
と
語
っ
た
の
は
、
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
財
閥
の
礎
を
築
い

た
マ
イ
ヤ
ー
・
ア
ム
シ
ェ
ル
・
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
（
１
７
４
４

～
１
８
１
２
）
で
あ
る
。

　

こ
の
発
言
は
、
通
貨
発
行
権
が
「
打
ち
出
の
小
槌
」
そ
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
一
万
円

札
を
例
に
す
る
と
、
製
造
コ
ス
ト
は
１
枚
あ
た
り
22
～
24
円
と

さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
国
政
府
か
ら
紙
幣
の
発
行
権
を
無
償

で
付
与
さ
れ
て
い
る
日
銀
は
、
一
万
円
札
を
１
枚
発
行
す
る
ご

と
に
９
９
７
０
円
余
り
の
利
潤
を
生
み
出
す
。こ
の
よ
う
な「
錬

金
術
」
の
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
富
の
増
殖
を
、
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル

ド
の
初
代
の
教
え
に
従
っ
て
末
裔
た
ち
が
忠
実
に
実
行
し
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
を
設
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

世
界
を
牛
耳
る
国
際
金
融
資
本 
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す
な
わ
ち
、
１
９
１
０
年
、
ネ
ル
ソ
ン
・
オ
ル
ド
リ
ッ
チ
（
上

院
議
員
）、
ポ
ー
ル
・
ウ
ォ
ー
バ
ー
グ
（
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
代

理
人
）、
そ
れ
に
モ
ル
ガ
ン
家
や
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
財
閥
の
金

融
界
の
専
門
家
な
ど
の
6
人
に
よ
り
、
合
衆
国
政
府
が
持
つ
通

貨
発
行
権
を
奪
取
し
て
中
央
銀
行
を
設
立
す
る
た
め
の
秘
密
会

議
が
ジ
キ
ル
島
で
開
か
れ
た
。
そ
し
て
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領

（W
oodrow

 W
ilson

）
が
１
９
１
３
年
に
、
ク
リ
ス
マ
ス
休

暇
で
議
員
が
居
な
い
の
に
会
議
を
開
い
て
、
電
撃
的
に
秘
密
会

議
の
決
定
に
基
づ
く
法
案
を
成
立
さ
せ
、
中
央
銀
行
へ
の
返
済

財
源
に
充
て
る
た
め
の
所
得
税
徴
収
法
ま
で
成
立
さ
せ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、
翌
年
に
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
設
立
さ
れ
、
合
衆
国
の

通
貨
発
行
権
が
専
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
連
邦
憲
法
第
１
章
第
８
条
第
５
項
に
定
め
る
「
合
衆

国
議
会
は
貨
幣
発
行
権
、
貨
幣
価
値
決
定
権
な
ら
び
に
外
国
貨

幣
の
価
値
決
定
権
を
有
す
る
。」
に
明
ら
か
に
違
反
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

大
金
融
権
力
と
の
闘
争

　

こ
こ
に
至
る
ま
で
に
は
、
ア
メ
リ
カ
が
独
立
戦
争
の
際
に
欧

州
の
民
間
銀
行
か
ら
戦
費
調
達
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
通
貨
発
行

権
が
事
実
上
奪
わ
れ
て
い
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
は
18
世
紀
、
財
政
が
脆
弱
な
ま
ま
長

期
に
わ
た
る
独
立
戦
争
を
行
い
、
そ
の
戦
費
等
を
欧
州
の
民
間

銀
行（
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
家
）か
ら
調
達
し
て
い
た
。そ
の
た
め
、

独
立
戦
争
終
結
後
の
１
７
８
２
年
に
は
、
最
初
の
中
央
銀
行

で
あ
る
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ノ
ー
ス
ア
メ
リ
カ
（T

he Bank of 
N

orth A
m

erica

）
が
設
立
さ
れ
る
が
、
恒
久
法
に
す
る
と
憲

法
違
反
と
な
る
。
そ
こ
で
、
時
限
立
法
に
よ
る
中
央
銀
行
と
し

て
、
１
７
９
１
年
に
フ
ァ
ー
ス
ト
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ユ
ナ
イ

テ
ッ
ド
ス
テ
イ
ツ
（T

he First Bank of U
nited States

）、

１
８
１
７
年
に
セ
カ
ン
ド
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
ス

テ
イ
ツ
（T

he Second Bank of U
nited States

）
が
設
立

さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
（A

ndrew
 Jackson

）

は
、
１
８
３
０
年
代
、
欧
州
の
銀
行
家
に
よ
る
支
配
に
異
議
を

唱
え
、セ
カ
ン
ド
バ
ン
ク
の
廃
止
に
向
け
た
政
治
闘
争
を
行
う
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
語
っ
た
言
葉“T

he bank is trying 
to kill m

e, but I w
ill kill it”

は
、
彼
が
政
治
生
命
を
賭
け

て
中
央
銀
行
と
の
闘
い
を
表
明
し
た
も
の
と
い
え
る
。
す
る

と
、
暗
殺
未
遂
の
災
難
に
遭
い
、
そ
の
難
か
ら
辛
う
じ
て
逃
れ
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た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
暫
定
的
に
中
央
銀
行
と
し
て
認
め

る
時
限
法
を
更
新
す
る
改
正
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
セ
カ
ン
ド

バ
ン
ク
は
１
８
３
６
年
に
消
滅
し
た
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
南
北
戦
争
（
１
８
６
１

～
１
８
６
５
年
）
が
勃
発
し
た
。
南
軍
も
北
軍
も
イ
ギ
リ
ス
の

銀
行
か
ら
戦
費
の
調
達
を
行
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
銀
行
は
究
極

の
リ
ス
ク
ヘ
ッ
ジ
を
行
っ
て
、
南
北
戦
争
終
了
後
に
お
け
る
恒

久
的
な
中
央
銀
行
の
地
位
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ビ
ス
マ
ル
ク
は
、
１
８
７
６
年
に
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
金
融
権
力
（
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
家
）
に
よ
っ

て
誘
発
さ
れ
た
こ
と
を
看
破
し
て
、
以
下
の
と
お
り
語
っ
て
い

た
。

　
「
ア
メ
リ
カ
を
二
つ
の
連
邦
に
分
割
す
る
こ
と
は
、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
大
金
融
権
力
に
よ
っ
て
、
南
北
戦
争
の
ず
っ
と
以
前
に
決

定
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
銀
行
家
は
ア
メ
リ
カ
を
恐
れ
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
国
民
が
結
束
し
た
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
一

国
と
し
て
経
済
的
、
金
融
的
に
独
立
独
歩
す
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
彼
ら
銀
行
家
の
世
界
支
配
が
覆
さ
れ

る
、と
。
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
一
族
の
こ
う
し
た
声
に
影
響
さ
れ
、

彼
ら
銀
行
家
は
ア
メ
リ
カ
を
、
自
信
に
満
ち
て
自
給
自
足
体
制

を
貫
く
活
力
あ
る
共
和
国
を
二
つ
の
弱
小
国
家
に
し
て
負
債
を

負
わ
せ
れ
ば
、大
儲
け
が
で
き
る
と
考
え
た
の
だ
。」（
ジ
ョ
ン
・

コ
ー
ル
マ
ン
＋
太
田
龍
「
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
の
密
謀
」
成
甲
書

房
、
平
成
19
年
、
１
０
３
頁
）

　

と
こ
ろ
が
、
北
軍
を
率
い
た
リ
ン
カ
ー
ン
大
統
領
（A

bra-
ham

 Lincoln

）
は
、
真
の
敵
は
南
軍
で
は
な
く
欧
州
の
大
金

融
権
力
で
あ
る
こ
と
を
悟
り
、南
北
戦
争
後
の
１
８
６
２
年
に
、

ア
メ
リ
カ
政
府（
財
務
省
）の
政
府
紙
幣
で
あ
る
グ
リ
ー
ン
バ
ッ

ク
ス
ド
ル
（Greenbacks dollar

）
を
発
行
し
、
欧
州
銀
行

連
合
体
の
支
配
か
ら
の
脱
却
を
図
ろ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
、
中

央
銀
行
が
発
行
す
る
ド
ル
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
初

め
て
の
憲
法
通
貨
（
法
貨
、Constitutioal M

oney

）
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
１
８
６
５
年
に
リ
ン
カ
ー
ン
は
暗
殺
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

さ
ら
に
、
暗
殺
と
い
え
ば
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領

の
暗
殺
も
同
じ
で
あ
る
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
大
量
に

眠
る
銀
の
埋
蔵
量
に
着
目
し
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
の
金
本
位
制
か
ら
合
衆

国
独
自
の
銀
本
位
制
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し

て
、
１
９
６
３
年
に
、
銀
本
位
制
に
よ
り
合
衆
国
発
行
の
法

貨
（
政
府
紙
幣
）
を
発
行
す
る
大
統
領
行
政
命
令
（executive 
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）
を
発
令
し
た
。
ケ
ネ
デ
ィ
こ
そ
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に

奪
わ
れ
た
合
衆
國
の
通
貨
発
行
権
を
取
り
戻
す
こ
と
に
最
も
熱

心
で
勇
気
の
あ
る
大
統
領
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ケ
ネ
デ
ィ
も

ま
た
、
大
統
領
行
政
命
令
を
発
令
し
た
同
じ
年
の
11
月
22
日
に

ダ
ラ
ス
で
暗
殺
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

租
税
徴
収
権
と
通
貨
発
行
権

　

国
家
が
独
立
性
（
主
権
）
を
維
持
す
る
た
め
の
要
素
と
し

て
は
、
租
税
徴
収
権
と
通
貨
発
行
権
の
双
方
が
必
要
で
あ
り
、

前
者
は
租
税
収
入
、
後
者
は
通
貨
発
行
益
（
シ
ニ
ョ
レ
ッ
ジ
、

seigniorage

）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
が
揃
う
こ
と
に
よ
っ
て

国
家
財
政
が
安
定
し
、
経
済
主
権
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
国
家
が
自
ら
の
通
貨
発
行
権
に
よ
り
政
府
紙
幣
を

発
行
し
、
そ
の
政
府
紙
幣
で
税
金
を
支
払
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
通
貨
の
循
環
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
通
貨
発
行
権
を
簒

奪
し
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ
が
自
己
を
正
当
化
す
る
た
め
の
「
財
政
と
金
融

の
分
離
（
財
金
分
離
）
原
則
」
と
い
う
ペ
テ
ン
の
よ
う
な
仕
組

み
を
打
ち
破
っ
て
、
財
政
と
金
融
の
一
体
性
（
財
金
一
体
）
を

維
持
し
て
経
済
的
独
立
（
経
済
主
権
）
を
確
立
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
財
政
破
綻
な
ど
は
起
こ
ら
な
く
な
り
、

物
価
も
安
定
す
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
通
貨
発
行
権
が
国
家
で
は
な
い
Ｆ
Ｒ
Ｂ
や
日

銀
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
家
主
権
の
一
部
が
簒
奪
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
問
題
が
あ
り
、
帝
国
憲
法
で
も
占
領
憲
法
で
も
ア
メ

リ
カ
の
憲
法
と
は
異
な
り
租
税
徴
収
権
は
定
め
て
も
通
貨
発

行
権
に
つ
い
て
の
定
め
は
な
く
、
本
来
は
こ
れ
が
憲
法
事
項

で
あ
る
べ
き
な
の
に
法
律
事
項
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
異
常

な
の
で
あ
る
。

　

大
東
亜
戦
争
の
敗
戰
に
よ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
軍
事
占
領
下
で
日

本
国
憲
法
と
称
す
る
占
領
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
が
、
そ
の
実

質
的
な
草
案
と
な
っ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
の
第
76
条
に
は
、

「
租
税
ヲ
徴
シ
金
銭
ヲ
借
入
レ
資
金
ヲ
使
用
シ
並
ニ
硬
貨
及
通

貨
ヲ
発
行
シ
及
其
ノ
価
格
ヲ
規
整
ス
ル
権
限
ハ
国
会
ヲ
通
シ

テ
行
使
セ
ラ
ル
ヘ
シ
」
と
し
て
、
租
税
徴
収
權
と
通
貨
発
行

権
を
一
体
と
し
て
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
最
終
的
に
占

領
憲
法
で
は
通
貨
発
行
権
の
条
項
は
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
詳

細
な
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
内
部
に
居
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ

の
手
先
が
削
除
さ
せ
た
と
す
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
し
う
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。


